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１ ．はじめに
　徳島県は、山地が多く全面積のおよそ 8割を占め
ており、標高1,000メートルを越える山も数多くあ
ります。
　中央部に位置する四国山地は、県を南北に分ける
分水嶺で、その北方を吉野川が流れ､ 下流部は、吉
野川平野が広がっています。四国山地の南斜面は森
林地帯となっており、勝浦川、那賀川等が東西に流
れています。吉野川の北に位置する讃岐山脈は、一
般に低く山麓には扇状地が広がります。県南は広い
平野が少なく、山地が直接海に沿った岩石海岸が多
いのが特徴です。
　徳島県の見どころとして、豊かな自然と伝統文化
がありますので御紹介します。
　まず、世界三大潮流の一つでもある「鳴門の渦潮」
が春の訪れを告げます。
　瀬戸内海と太平洋の干満差により、激しい潮流が
発生することによりできる渦潮は、春と秋の大潮時
に最大となり、直径30ｍにも達する渦潮の大きさは
世界一といわれ、迫力ある渦潮の魅力を堪能できま
す。
　夏には、400年を超える歴史を持ち、徳島が世界
に誇る「阿波おどり」が徳島市を中心に開催され、
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阿波踊り（殿様連）

本番前日の 8月11日に、「選抜阿波おどり大会前夜
祭」、本番期間中の12日から15日までの 4日間、昼
は「選抜阿波おどり大会」、夜は演舞場での「阿波
おどり」と、昼も夜も「阿波おどり」といった踊り
一色となり、迫力満点の乱舞が披露されます。

２ ．徳島の気候・地質
　気候については、四国山地の北側と南側で大きく
2つの気候に大別されます。北部は典型的な瀬戸内
気候に属し、温暖で全国的に見て少雨地域の部類で
あり、南部は典型的な太平洋気候に属して、四国山
地の南東斜面を中心とした山地は、日本でも有数の
多雨地域で台風や梅雨、秋雨の季節には記録的な降
水量になることがあります。
　雨量で見ると、年平均雨量では、南部の那賀川上
流や海部川上流が最も多く、3,000㎜を超え、多い
年には、5,000㎜近くを記録することもあります。
これより北に向かうにしたがって雨量は次第に少な
くなり、吉野川北岸部では1,500㎜前後、少ない年
には800㎜前後に止まることもあります。
　また、本県の地質構造は、中央構造線、御荷鉾構
造線及び仏像構造線などの構造線により、成因や年
代が異なる地質が、東西帯状に分布しています。
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　北から砂岩・泥岩等から構成される領家帯（和
泉層群）、結晶片岩等から構成される三波川帯、御
荷鉾緑色岩類、秩父累帯、砂岩・泥岩等からなる
四万十帯の順に並んでいます。

３ ．近年の災害発生状況
　本県の台風や降雨等の被害は、過去20年間では、

平成1６年の被害が突出して多く、査定件数2,14６件、
査定決定額22,６51百万円であり、最近の 5年間（Ｈ
29〜Ｒ 3）の査定件数は539件（年平均107件）とな
っています。
　近年では、平成30年の災害で、県西部を中心に被
害が発生し、災害査定273件、査定決定額5,538百万
円となりました。

平成１６年の災害（那賀町白石） 平成３０年の災害（三好市山城町）
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４ ．災害に備える取り組みについて
　平成30年以降、災害の発生は少ないものの、ひと
たび災害が発生すれば、早期復旧を行う必要があり、
事前復興の観点上、平常時から、ハード・ソフト対
策一体となった対策を進めていく必要があります。
　これまでの災害の経験や全国各地で発生した災
害、特に平成30年 7 月豪雨の被害を契機に避難の重
要性が全国的に再認識されたことから、本県では、
洪水や土砂災害等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会
経済被害の最小化」を目指し、県民に、「日頃の備え」
と「早めの避難」の重要性を再認識していただける
ように、様々な機会を通じ、適切な避難行動がとれ
るよう啓発活動 ( 避難のタイミング、避難経路、避
難場所 ) に取り組んでいます。
　ここで、本県で実施しているソフト対策の取り組
みについての一例を紹介します。避難の実効性を高
める取り組みとして、「⑴県民を対象とした防災出
前講座」や「⑵要配慮者利用施設の防災担当研修会」
などを行っています。

⑴　防災出前講座では、自主防災会や町内会、さら
に地域の次代を担う子供たちを対象に、「防災の
基礎知識」、「水害・土砂災害リスク」、「避難の考
え方」を中心に、どのように備えていくのかなど、
災害に対する意識啓発を行っています。
　①　「防災の基礎知識」では、土石流模型実験装
置やVR動画を用いて、災害メカニズムなどを
体験するほか、本県で過去に発生した災害で実
際に被害に遭われた方の体験談を「語り部動画」
として、避難行動の重要性を分かりやすく説明
しています。

　②　「水害・土砂災害リスク」を知るために、市
町村から配布されているハザードマップを用
い、自分が住んでいるところで、どのような災
害リスクがあるのかを確認し、避難が必要な場
合に備えて、指定緊急避難場所や避難経路を事
前に確認していただいています。

土石流模型実験装置実演

VR動画の視聴

　③　「避難の考え方」では、自分の命は自分で守
る行動（避難）を実践的に学べるよう、「小中
学生」や「地域住民」向けに作成した防災学習
教材（ファミリータイムライン）によるそれぞ
れの家庭に合わせた避難のタイミングや事前の
備えを考えるワークショップを行ったり、避難
のタイミングの指標として、国や県が配信して
いる気象情報をはじめ、「雨量」「水位」「河川
監視カメラのライブ映像」を活用するよう促し
ています。

ハザードマップによる学習
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⑵　要配慮者利用施設の避難体制の強化や災害時の
避難の実効性を確保するため、「洪水浸水想定区
域」や「土砂災害警戒区域」等にある施設の管理
者等を対象とした研修会を通じ、避難確保計画の
策定支援を行っています。
　具体的には、
　①　「避難確保計画策定の手引き」や「避難訓練
の手引き」を作成し、要配慮者利用施設の管理
者等に周知を行い、施設ごとに、避難に必要な
時間、避難場所、避難のタイミング、事前の備
えなど、避難確保計画の策定方法を説明すると
ともに、計画に基づいた避難訓練の実施方法な
どを周知しています。

　②　要配慮者利用施設の管理者等が避難確保計画

防災学習教材（ファミリータイムライン） を作成するにあたり、職員の研修などに関する
相談窓口の設置や出前講座の講師派遣を行うな
どきめ細やかな対応を行っています。

　③　県庁内でも関係部局と連携し、施設への「指
導監査」や「実施指導」の際に避難確保計画策
定や避難訓練実施の呼びかけを行うほか、市町
村・関係所管課等と連携して、「計画作成を支
援する説明会や研修会の開催」や「個別訪問等
による支援」を行うなど、防災意識の向上と避
難の「実効性」を確保するため取り組んでいま
す。

５ ．おわりに
　地球温暖化に伴う気候変動により、水害・土砂災
害が頻発化・激甚化するなか、災害発生時には、迅
速な復旧を行うことはもちろんのこと、事前復興の
観点からハード対策はもとより、ソフト対策として、

防災情報の紹介

避難確保計画策定の手引き 避難訓練の手引き
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普段から県民の皆さんに、「防災に備える取り組み
について」考えていただくきっかけとして、引き続
き、「防災出前講座」など、機会のあるごとに、分

かりやすく防災教育を推進し、防災意識の向上に務
め、被害の軽減に務めたいと考えています。

日頃からの備え（ファミリータイムライン）




